
京都市教職員の給与に関する規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和８年３月３１日 

京都市教育委員会 

教育長 稲田新吾 

京都市教育委員会規則第１２号 

   京都市教職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 京都市教職員の給与に関する規則の一部を次のように改正する。 

 第２３条第１項各号列記以外の部分中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」

に、「及び産業教育手当」を「、産業教育手当及び災害派遣手当（武力攻撃災害等派遣手

当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下同じ。）」に改め、同項第１号

中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改め、同項第２号中「及び管理職手

当」を「、管理職手当及び災害派遣手当」に改め、同条第６項第１号中「初任給調整手当」

を「第一種初任給調整手当」に改め、同項第２号中「及び休日勤務手当」を「、休日勤務

手当及び災害派遣手当」に改める。 

 第２７条後段を次のように改める。 

  この場合において、第２０条の５第１項から第５項までの規定中「条例」とあるのは

「京都市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第１２条において準用する京都市職員

給与条例」と、同条第６項中「条例第９条の３第１項第３号ア」とあるのは「京都市教

職員の給与、勤務時間等に関する条例第１２条において準用する京都市職員給与条例第

９条の３第１項第３号ア」と、「条例第９条の２第１項又は第３項」とあるのは「京都

市教職員の給与、勤務時間等に関する条例第１５条において準用する京都市職員給与条

例第９条の２第１項又は第３項」と、同条第７項中「条例」とあるのは「京都市教職員

の給与、勤務時間等に関する条例第１２条において準用する京都市職員給与条例」と、

第２０条の６中「庶務事務システムを使用して（消防職員にあっては、住居届（第4号

様式）により）、任命権者」とあり、及び第２０条の７中「任命権者」とあるのは「教

育長」と読み替えるものとする。 

 第２８条（見出しを含む。）中「初任給調整手当」を「第一種初任給調整手当」に改め

る。 

 第２９条の表第１８条第１項各号列記以外の部分の項中「通勤届(第２号様式)」を「別

に定める様式」に改め、同表第１９条の２第１項の項中「第３号」を「第４号」に改める。 



 第３０条後段中「京都市市内出張等旅費支給規則第２条第２号」を「京都市職員給与条

例施行細則第１７条の２第１項各号」に改める。 

 第５６条の次に次の１条を加える。 

（災害派遣手当） 

第５６条の２ 災害派遣手当の日額は、別表第１６に掲げる額とする。 

 附則第３項中「については」の右に「、第３６条第２項に掲げるへき地手当の月額が当

該経過措置基準額を超える場合を除き」を加える。 

 別表第６ ３の表を次のように改める。 

 ３ 教職員条例別表第３の給料表の適用を受ける教職員 

 昇格した日の前日に受けて

いた号給 

昇 格 後 の 号 給  

 ２級 ３級 ４級 ５級  

 １ １ １ １ １  

 ２ １ １ １ １  

 ３ １ １ １ １  

 ４ １ １ １ １  

 ５ １ １ １ １  

 ６ １ １ １ １  

 ７ １ １ １ １  

 ８ １ １ １ １  

 ９ １ １ １ １  

 １０ １ １ １ ２  

 １１ １ １ １ ３  

 １２ １ １ １ ４  

 １３ １ １ １ ５  

 １４ １ ２ １ ６  

 １５ １ ３ １ ７  

 １６ １ ４ １ ８  

 １７ １ ５ １ ９  

 １８ １ ６ ２ １０  

 １９ １ ７ ３ １１  



       

 ２０ １ ８ ４ １２  

 ２１ １ ９ ５ １３  

 ２２ １ １０ ６ １４  

 ２３ １ １１ ７ １５  

 ２４ １ １２ ８ １６  

 ２５ １ １３ ９ １７  

 ２６ １ １４ １０ １８  

 ２７ １ １５ １１ １９  

 ２８ １ １６ １２ ２０  

 ２９ １ １７ １３ ２１  

 ３０ ２ １８ １４ ２２  

 ３１ ３ １９ １５ ２３  

 ３２ ４ ２０ １６ ２４  

 ３３ ５ ２１ １７ ２５  

 ３４ ６ ２２ １８ ２６  

 ３５ ７ ２３ １９ ２７  

 ３６ ８ ２４ ２０ ２８  

 ３７ ９ ２５ ２１ ２９  

 ３８ １０ ２６ ２２ ３０  

 ３９ １１ ２７ ２３ ３１  

 ４０ １２ ２８ ２４ ３２  

 ４１ １３ ２９ ２５ ３３  

 ４２ １４ ３０ ２６ ３４  

 ４３ １５ ３１ ２７ ３５  

 ４４ １６ ３２ ２８ ３６  

 ４５ １７ ３３ ２９ ３７  

 ４６ １８ ３４ ３０ ３８  

 ４７ １９ ３５ ３１ ３９  

 ４８ ２０ ３６ ３２ ４０  



       

 ４９ ２１ ３７ ３３ ４１  

 ５０ ２２ ３８ ３３ ４２  

 ５１ ２３ ３９ ３４ ４３  

 ５２ ２４ ４０ ３４ ４４  

 ５３ ２５ ４１ ３５ ４５  

 ５４ ２６ ４１ ３５ ４５  

 ５５ ２７ ４２ ３６ ４６  

 ５６ ２８ ４２ ３６ ４６  

 ５７ ２９ ４３ ３７ ４７  

 ５８ ３０ ４３ ３７ ４７  

 ５９ ３１ ４４ ３８ ４８  

 ６０ ３２ ４４ ３８ ４８  

 ６１ ３３ ４５ ３９ ４９  

 ６２ ３４ ４６ ３９ ４９  

 ６３ ３５ ４７ ４０ ５０  

 ６４ ３６ ４８ ４０ ５０  

 ６５ ３７ ４９ ４１ ５１  

 ６６ ３８ ５０ ４２ ５１  

 ６７ ３９ ５１ ４３ ５２  

 ６８ ４０ ５２ ４４ ５２  

 ６９ ４１ ５３ ４５ ５３  

 ７０ ４２ ５３ ４５ ５３  

 ７１ ４３ ５４ ４６ ５３  

 ７２ ４４ ５４ ４６ ５４  

 ７３ ４５ ５５ ４７ ５４  

 ７４ ４６ ５５ ４７ ５４  

 ７５ ４７ ５６ ４８ ５５  

 ７６ ４８ ５６ ４８ ５５  

 ７７ ４９ ５７ ４９ ５５  



       

 ７８ ５０ ５８ ４９ ５６  

 ７９ ５１ ５９ ５０ ５６  

 ８０ ５２ ６０ ５０ ５６  

 ８１ ５３ ６１ ５１ ５７  

 ８２ ５４ ６２ ５１ ５７  

 ８３ ５５ ６３ ５２ ５７  

 ８４ ５６ ６４ ５２ ５８  

 ８５ ５７ ６５ ５３ ５８  

 ８６ ５８ ６５ ５３ ５８  

 ８７ ５９ ６６ ５４ ５９  

 ８８ ６０ ６６ ５４ ５９  

 ８９ ６１ ６７ ５５ ５９  

 ９０ ６１ ６７ ５５ ６０  

 ９１ ６２ ６８ ５６ ６０  

 ９２ ６２ ６８ ５６ ６０  

 ９３ ６３ ６９ ５７ ６１  

 ９４  ７０ ５７ ６１  

 ９５  ７１ ５８ ６２  

 ９６  ７２ ５８ ６２  

 ９７  ７３ ５９ ６３  

 ９８  ７４ ５９ ６３  

 ９９  ７５ ６０ ６４  

 １００  ７６ ６０ ６４  

 １０１  ７７ ６１ ６５  

 １０２  ７７ ６２ ６５  

 １０３  ７８ ６３ ６６  

 １０４  ７８ ６４ ６６  

 １０５  ７９ ６５ ６７  

 １０６  ７９ ６６ ６７  



       

 １０７  ８０ ６７ ６８  

 １０８  ８０ ６８ ６８  

 １０９  ８１ ６９ ６９  

 １１０  ８１ ６９ ７０  

 １１１  ８２ ７０ ７１  

 １１２  ８２ ７０ ７２  

 １１３  ８３ ７１ ７３  

 １１４  ８３ ７１ ７４  

 １１５  ８４ ７２ ７５  

 １１６  ８４ ７２ ７６  

 １１７  ８５ ７３ ７７  

 １１８  ８５ ７４   

 １１９  ８６ ７５   

 １２０  ８６ ７６   

 １２１  ８７ ７７   

 １２２  ８７ ７８   

 １２３  ８８ ７９   

 １２４  ８８ ８０   

 １２５  ８９ ８０   

 １２６  ８９ ８０   

 １２７  ９０ ８０   

 １２８  ９０ ８１   

 １２９  ９１ ８１   

 １３０  ９１ ８１   

 １３１  ９２ ８１   

 １３２  ９２ ８２   

 １３３  ９２ ８２   

 １３４  ９２ ８２   

 １３５  ９３ ８２   



       

 １３６  ９３ ８３   

 １３７  ９３ ８３   

 １３８  ９３ ８３   

 １３９  ９４ ８３   

 １４０  ９４ ８４   

 １４１  ９４ ８４   

 １４２  ９４    

 １４３  ９５    

 １４４  ９５    

 １４５  ９５    

 １４６  ９５    

 １４７  ９６    

 １４８  ９６    

 １４９  ９６    

 別表に次の１表を加える。 

別表第１６（第５６条の２関係） 

 利用する施設の区分 

 

本市の区域に滞在 

する期間の区分 

公用の施設又はこれに準じるも

のとして教育長が認める施設 
その他の施設 

３ ０ 日 以 内 の 期 間 

３，９７０円 

円 

６，６２０  

３０日を超え６０日以内の期間 ５，８７０    

６ ０ 日 を 超 え る 期 間 ５，１４０    

 備考 「本市の区域に滞在する期間」とは、教職員条例第３０条の２の規定により準用

する京都市職員給与条例第１８条の２第１項に規定する者が本市の区域に到着した日

から同区域を出発する日の前日までの期間をいう。 

   附 則 

（施行期日） 



１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、第２３条の改正規定（「初任給調整手

当」を「第一種初任給調整手当」に改める部分に限る。）並びに第２７条から第３０条

まで及び別表第６の改正規定は、令和８年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この規則による改正後の京都市教職員の給与に関する規則附則第３項の規定は、令和

７年４月１日から適用する。 

（教育委員会事務局総務部教職員人事課） 


